
家畜保健衛生だより 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

幼虫 幼虫 幼虫 

４～５日 

令和４年度 第６号 

蒸し暑い季節になってきました。 

ハエの活動も本格的になります。 

効率的なハエ対策で大発生を防ぎましょう！！ 

卵 

 

 お隣さんからの苦情はやだな･･ 
家畜の病気を運ばれるのも困る・・ 

 動物も人もストレス！生産性も下がっちゃう 

蛹
さなぎ

 成虫 

次に幼虫 

飛び回る前が狙い目！ 

幼虫発育抑制剤で 

脱皮や羽化を阻害できます。 

発生源となる糞等に 

均一に散布！ 

 

半日～1 日 ４～７日 
 
約１か月で寿命 

◎ハエの発生サイクルと対策 （イエバエ、気温 20 度の場合） 

最後に成虫 

毒餌や殺虫剤

の 散 布 。

Point1・２と

の併用が効果

的！！ 

 

まずは発生源 

湿った糞や残餌がだいすき！ 

こまめな除糞・清掃・送風が 

効果的。 

水分 50％以下でふ化率低下、

温度５０度以上で卵は死滅！

十分な堆肥化と乾燥を！ 

◎同じ薬を長く使うと、薬が効きにくくなることがあるよ。 

  薬剤は用法・用量・保管上の注意を守って使ってね。 

◎畜体や卵、飼料などに殺虫剤がかからないようにしてね。 

出荷に関わる制限がある薬は、使用方法・休薬期間をチェック！ 

 

産ませない! 成虫にさせない！ 環境と薬剤のダブル対策！！ 

 

 

夏場は早い！  



 

 

 
 

 

 

 

 

畜産農家には、「水質汚濁防止法」に基づき排水規制が適用されています。 

特定事業所から公共用水域（河川、湖沼、港湾、沿岸海域等）へ排水する 

場合、排水基準値をクリアすることが必要です。 

 

〇 注意が必要な水質項目 

 

 

 

 

 

 

 

〇 硝酸性窒素等の排水基準が見直され、R4.7.1 以降下記基準が適用されます。

なお、R7.7.1 以降は１００mg/L となります。 

 特定事業所の方は、新しい基準へのご対応をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県湘南家畜保健衛生所 
 

     牛房施設３00mg/L 

健康項目（すべての特定事業所が対象） 

★硝酸性窒素等（アンモニア・アンモニア化合物・亜硝酸化合物・硝酸化合物） 

生活環境項目（日平均排出水量が 50 ㎡以上の特定事業所が対象） 

生物化学的酸素要求量（BOD）又は化学的酸素要求量（COD）・ 

浮遊物質量（SS）・大腸菌群数・全窒素含有量・全りん含有量など 

 

～施設の届出・水質測定（年 1 回）・記録の保存（３年間）を忘れずに～ 

あなたは大丈夫？ 

 きれいな水を 

守るんだモ～ 

～R４.６.30 R７.７.１～ 

完 全 施 行！！     見直し 

500mg/L 

R４.７.１   ～  R７.6.30 

  １00mg/L 
      豚房施設４00mg/L 

      馬房施設 100mg/L 今の内に対策するワン！   

    現   行  

〒259-1215    平塚市寺田縄３４５
TEL ０４６３－５８－０１５２  FAX ０４６３－５８－５６７９ 

 

“硝酸性
しょうさんせい

窒素
ち っ そ

等
とう

”の 排水基準値が強化！ 

 

特定事業所の皆さまへ 


